
兵庫県立東播磨生活創造センターの指定管理者候補者の選定について  

 

兵庫県立東播磨生活創造センターについて、令和２年１０月より指定管理者を公募し、下

記のとおり指定管理者候補者を選定しました。 

今後、地方自治法の規定に基づき、兵庫県議会での議決を経て、知事が指定する予定です。 

 

記 

 

１ 選定された指定管理者候補者 

特定非営利活動法人シミンズシーズ （加古川市加古川町篠原町111番地） 

   代表理事 柏木 登起 

 

２ 指定管理期間  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果 

申請団体（１団体）特定非営利活動法人シミンズシーズを指定管理者候補者に選定 

［特に評価した点］ 

・新型コロナウイルス感染症対策においても柔軟に対応し、いち早くオンライン事 

業（初心者向けZoom体験会、若者向けの地域づくり活動ワークショップ）を展開 

するなど、若いスタッフの発想によるポストコロナ時代の施設運営に期待ができ 

る。 

・次期事業計画では、地域に出向く人材育成に注力するなど、東播磨地域で暮らす 

県民の生活をより豊かにするための事業を数多く提案しており、さらなる成果が 

期待できる。 

  ・上記事業等を実施するために必要な知識やコーディネートなどの経験を有する職 

員を配置しており、質の高い運営が期待できる。 

・さらに、全職員を対象にしたコミュニケーション力等のスキルを高めるための研 

修を定期的に実施するなど、サービス水準の向上が期待できる。 

・当施設においては、指定管理者制度導入時から４期１２年に渡り、利用者の声を 

反映しながら着実に成果を上げており、また団体の財務体質も健全で、施設運営 

に必要な技術的能力や経理的基礎も有している。 

 

４ 選定方法 

 (1)資格審査 

申請団体が応募要件を満たし、指定管理料の提案が上限額以下であることを確認した。 

 (2)選定委員会における審査 

   １２月２１日に「東播磨生活創造センター指定管理者候補者選定委員会」を開催し、応 

募書類及び提案内容を総合的に審査し、選定した。 

 

 

 

 

 

 

 



【東播磨生活創造センター指定管理者候補者選定委員会委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査結果一覧表】 

 審査項目 配点 得点 

管
理
業
務
計
画 

運営方針  ２０  １６．８ 

サービスの向上及び 

管理運営体制 

業務計画  ５０  ４１．６ 

運営体制  ２０  １５．６ 

サービス  ４０  ３１．２ 

効率的な管理運営 指定管理料・収支計画  ３０  ２４．６ 

申
請
団
体 

管理運営体制  ２０  １５．６ 

経営的基礎  １０   ７．８ 

類似施設運営実績  １０   ８．２ 

計 ■２００ １６１．４ 

 

氏  名 役 職 等 備 考 

服部 良子 大阪経済法科大学経営学部教授  

塩澤 岩光 こころ豊かな美しい東播磨推進会議会長  

三井 ハルコ 特定非営利活動法人市民事務局かわにし理事長  

宇田 名保美 ＡＤＵ株式会社代表取締役・ＩＴコーディネータ  

伊藤 裕文 東播磨県民局長 委員長（互選） 


